
　排出事業者：那覇市（以下「甲」という。）と、収集運搬及び処分業者：　　　　　　　　

（以下「乙」という。）とは、甲の事業所：那覇市学校給食調理場（２３施設）から排出され

る産業廃棄物の収集運搬及び処分に関して、次のとおり契約を締結する。

　（法の尊守）

第１条　甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関

　係法令を遵守するものとする。

　 (委託内容)

第２条

　乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写し

を甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにそ

の旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。

＜収集運搬に関する事業範囲＞

＜処分に関する事業範囲＞

２　委託する産業廃棄物の種類、予定数量、回数

　甲が乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量、回数は別紙仕様書のとお

　りとする。

３　処分の場所、方法及び処理能力

　乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分または再生する。

４　最終処分の場所、方法及び能力

　　甲から乙に委託された産業廃棄物の最終処分（予定）を次のとおりとする。

処分方法 施設の処理能力

処 分 の 方 法

施 設 の 処 理 能 力

最終処分先の番号 事業場の名称 所在地

許 可 番 号

事 業 場 の 名 称

所 在 地

許 可 の 有 効 期 限

事 業 範 囲

許 可 の 条 件

許 可 の 条 件

許 可 番 号

許 可 都 道 府 県 ・ 政 令 市
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事 業 範 囲

許 可 都 道 府 県 ・ 政 令 市

許 可 の 有 効 期 限



５　積替保管

　　乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行う。

　（適正処理に必要な情報の提供）

第３条　甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報を、あらかじめ乙に提供しなけれ

　ばならない。

　（甲乙の責任範囲）

第４条　乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、

　法令に基づき適正に処理しなければならない。

２　乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によっ

　て甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。

３　乙が第１項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失がな

　い場合は甲において賠償し、乙に負担させない。

　（再委託の禁止）

第５条　　乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集運搬及び処理業務を他人に委託してはな

　らない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたが

　う場合は、この限りではない。

　（義務の譲渡等）

第６条　乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の

　書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。

　（委託業務終了報告）

第７条　乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作

　成し、甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集運搬業務については、それぞれの運

　搬区間に応じたマニフェストＢ２、Ｂ４、Ｂ６票で、処分業務についてはマニフェストＤ票

　で代えることができる。

　（業務の一時停止）

第８条　乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することが

　できる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよ

　う努力する。

　（報酬・消費税・支払い）

第９条　委託料は、抜取量（運搬・処分量含む）１ℓにつき　　円（単価契約）とする。

２　報酬の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを

　改定することができる。

３　甲の委託する産業廃棄物の収集運搬業務及び処分業務に対する報酬についての消費税は、

　甲が負担する。　

４　甲は、乙から業務終了報告書を受け取った後、乙に対して処理の報酬を支払う。なお、契

　約代金は、契約単価に抜取数量（運搬・処分数量含む）を乗じて得た金額に、消費税および

　地方消費税を加算した金額（１円未満切捨て）とする。ただし、具体的な支払方法について

　別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。

　（委託料の支払期限）

第１０条　甲は、収集運搬及び処分業務の委託料を乙の正当な請求があった日から３０日以内

　に支払うものとする。



　（内容の変更）

第１１条　甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合

　において、契約単価若しくは契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずる

　ときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。

　（機密保持）

第１２条　甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らし

　てはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による承諾を得な

　ければならない。

　（契約の解除）

第１３条　甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、

　この契約を解除することができる。

２　甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃

　棄物の処理が未だに完了してないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければ

　ならない。

　（１）乙の義務違反により甲が解除した場合

　　　イ　乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行す

　　　　る責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及

　　　　び処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者

　　　　に自己の費用をもって行わせなければならない。

　　　ロ　乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときに

　　　　は、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。

　　　ハ　上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙の

　　　　もとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負

　　　　担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。

　（２）甲の義務違反により乙が解除した場合

　　　乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未

　　　処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、若し

　　　くは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。

３　甲は、乙、乙の代理人、又は乙との間にこの契約に係る物品等の購入契約その他の契約を

　締結するものが暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

　７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（法第

　２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団関係者に該当すると判明したときは、

　この契約を解除することができる。

　（協議）

第１４条　この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関

　係法令に従い、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

　（契約期間）

第１５条　この契約は、有効期間を契約締結日から令和６年１１月３０日までとする。

　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。



　　令和 ６ 年 　 月　　　日

甲 　那覇市泉崎１丁目１番１号

　那覇市

　那覇市長　　知念　覚

乙


